
警視庁交通部

Ⓒくまみね

① 歩道に普通自転車通行可の標識がある場所
② １３歳未満の子供、７０歳以上の高齢者や身体
の不自由な人が普通自転車を運転しているとき

③ 道路工事等で、車道の左側部分を通行すること
が困難な場合や交通頻繁な道路で、普通自転車の
通行の安全を確保するためやむを得ないと認めら
れるとき

歩道通行ができる例外

歩道通行時の注意点

① 相互通行が可能ですが、歩道の中央から車道寄
りの部分を徐行しなければなりません

② 歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止
しなければなりません

○ 相互通行はできませんので、道路左側部分に設
けられた普通自転車専用通行帯を通行して下さい

① 普通自転車専用通行帯とは、道路標識により、
普通自転車が通行しなければならない車両通行帯
を指定したものをいいます
② 普通自転車は、普通自転車専用通行帯が設けら
れているときは、その普通自転車専用通行帯を通
行しなければなりません

通行帯通行時の注意点

普通自転車専用通行帯

歩道上で『自転車×歩行者』の交通事故多発中！

令和６年中の歩道上での人身事故件数
「自転車×歩行者」

（うち死亡・重傷事故１７件※東京都内）４２７件


